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平成15年１月23日付けで照会があった件につきまして、総務省法令適用事前確認手続規則（平

成13年８月29日総務省訓令第197号）第４条第３項の規定に基づき、下記のとおり回答します。 

なお、本回答は、照会に係る法令の条項を所管する立場から、照会者又はその代理人から提示

された事実のみを前提に、照会対象法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示

すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではあ

りません。 
 

記 

 

１ 回答 

照会のあった具体的事実については、照会法令の 

適用対象となる。／適用対象とならない。 

 

２ 当該事実が照会法令の適用対象となることに関する見解及び根拠 

電波法（昭和 25 年法律第 131 号）第 82 条第 1項を準用する同法第 101 条においては、無線

設備の機能を保護することを目的として、無線設備以外の設備（設置の許可を要する高周波利

用設備を除く。）が副次的に発する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的かつ重大な

障害を与えるときは、総務大臣は、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去する

ために必要な措置をとるべきことを命ずることができることになっています。 

ここでいう、「無線設備」とは、「無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための

電気的設備」（電波法第２条第４号）をいい、「副次的に発する電波又は高周波電流」とは、無

線設備に影響を与える漏洩電波、電磁誘導、電源からの伝導妨害等によるものをいいます。 

ＡＤＳＬサービスにおける「設備」は、「有線電気通信を行うための機械、器具、線路その

他の電気的設備」（有線電気通信法（昭和 28 年法律第 96 号）第２条第２項）であり、その「設

備」が副次的に発する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与える

ときにおいては、電波法第 82 条第 1項を準用する同法第 101 条の規定が適用されます。 

なお、電波法第 101 条に基づく障害除去の措置の命令に違反したときは、30 万円以下の罰金

に処せられることがあります。（電波法第 113 条第９号） 
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